
『 新版改訂 溶接・接合技術入門 』 正誤表（ 第 3 版第 1 刷用 ）

2024 年 2 月③④

ページ 箇所 修正前 → 修正後

17 18 行目 …低電流側では電流とともに電圧が低下する傾向
を… → …低電流側では電流が低下するとともに電圧が上

昇する傾向を…
64 図 1.58 (a) ひねり → 旋回
97 12 行目 …炭素等量式… → …炭素当量式…
111 図 2.28（ b ） t ＜ 25 ／ t ≦ 25 → t ≦ 25 ／ t ＞ 25

115 25 行目 …JIS Z 3212… → …JIS Z 3211…

116 1 行目 …JIS Z 3241… → …JIS Z 3211…

172 5 行目 S=0.18Bw（㎜） → S=0.018Bw（㎜）

239 表 4.11
「 技術者 」の行内

［ 軽金属溶接構造協会 ］ → ［ 軽金属溶接協会 ］

圧接管理技士（ 日本圧接協会規則 ）［ 日本圧接協
会 ］ → 鉄筋継手管理技士（ 日本鉄筋継手協会規則 ）［ 日

本鉄筋継手協会 ］

239 表 4.11
「 技能者 」の行内

［ 軽金属溶接構造協会 ］ → ［ 軽金属溶接協会 ］

14．ガス圧接技能者（JIS Z 3881 ）［日本圧接協会 ］ →

14．ガス圧接技能者（ JIS Z 3881 ）［ 日本鉄筋継
手協会 ］
15．鉄筋溶接技能者（ JIS Z 3882 ）［ 日本鉄筋継
手協会 ］
※以降番号繰り下げ
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『新版改訂 溶接・接合技術入門』 正誤表（第4版第1刷用）

2026 年 3 月⑤

ページ 箇所 修正前 → 修正後
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12 行目 4.2.1　溶接施工要領の決定およびその承認 → 4.2.1　溶接施工要領の決定およびその適格性確認

14 行目
して承認を得ることである。 → してその適格性を確認することである。

JIS Z 3420：2003 は → JIS Z 3420：2022 は

17-18 行目 「溶接の再現性を保証するために，溶接施工要領
に要求される確認事項を詳細に記述した文書」 →

「製品溶接での再現性を保証するために，溶接施
工に要求する確認事項を記載し，適格性が確認さ
れた文書」

229

3-4 行目
承認前の溶接施工要領書（ pWPS ）が要求性能を
満足することを確認するために行われている試験
であり

→
溶接施工要領書の適格性を確認するために適格性
確認前の溶接施工要領書（ pWPS ）に従って，標
準化した試験材を作製して行う試験であり

5行目 溶接された試験材は → JIS Z 3422-1：2022 のレベル 2で溶接施工法試験
を実施する場合，溶接された試験材は

7行目 溶接施工法承認記録（WPQR）を作成し → 溶接施工法適格性確認記録（WPQR）を作成し

7-8 行目 顧客や外部の第 3者機関の承認が得られると → 適格性が確認され，検査員または検査機関によっ
て署名されると

8行目 この pWPS は承認された → この pWPS は適格性確認された
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図 4.7
中央 1段目 承認前の溶接施工要領書 → 適格性確認前の溶接施工要領書

図 4.7
中央 3段目 溶接施工法承認記録 → 溶接施工法適格性確認記録

図 4.7
下部説明 1行目 承認前の溶接施工要領書：Preliminary Welding → 適格性確認前の溶接施工要領書：preliminary 

Welding

図 4.7
下部説明 4行目 溶接施工法承認記録：Welding Procedure → 溶接施工法適格性確認記録：Welding Procedure

図 4.8 図題 図 4.8　溶接施工法試験における試験の種類との
場合（ JIS Z 3422-1：2003 ） → 図 4.8　溶接施工法試験におけるレベル 2の場合

の試験の種類との場合（ JIS Z 3422-1：2022 ）

図 4.8 →

※矢印の方向を逆に

P.231

表 4.8 表題 表 4.8　溶接施工法の承認方法 → 表 4.8　溶接施工法の適格性確認方法

表 4.8

下表に差替え

2-3 行目 pWPS の承認方法は，表 4.8 に示すようにWPT
を含めて～，どの承認方法を選択 → pWPS の適格性確認方法は，表 4.8 に示すように

溶接施工法試験を含めて～，どの方法を選択～

4行目 当事者間で協議し承認方法を決める必要がある。 → 当事者間で協議し適格性確認方法を決める必要が
ある。



P.231
6-11 行目

表 4.9 は，JIS Z 3422-1：200316 ）に規定している
溶接施工法試験の試験条件と承認範囲の関係を示
したものであり，表に示された条件は，それぞれ
独立して満足されなければならない。規定された
承認範囲から承認範囲外へ溶接確認項目を変更す
る場合（例えば，溶接方法を被覆アーク溶接から
マグ溶接への変更，マグ溶接でシールドガスを炭
酸ガス（CO2 ）から 80％ Ar ＋ 20％ CO2 の混合ガ
スへの変更など）には，新たなWPTが必要とな
る。

→

表 4.9 は，JIS Z 3422-1：202216 ）の箇条 8で規定
されている溶接施工法試験の適格性確認範囲に関
する事項を抜粋して示したものである。この箇条
8で規定している適格性確認範囲を超える溶接条
件の変更がある場合（例えば溶接方法を被覆アー
ク溶接からマグ溶接への変更，マグ溶接でシール
ドガスを炭酸ガス〈CO2 〉から 80%Ar+20%CO2 の
混合ガスへの変更など），新たな溶接施工法試験
が必要となる。

12 行目 の決定と承認の手順に → の決定と適格性確認の手順に

P.232 表 4.9

下表に差替え
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27 行目 14 ）JIS Z 3420：2003「金属材料の溶接施工要領
及びその承認－一般原則－」 → 14 ）JIS Z 3420：2022「金属材料の溶接施工要領

及びその適格性確認－一般原則－」

29 行目

16 ）JIS Z 3422-1：2003「金属材料の溶接施工要
領及びその承認－第 1 部：鋼のアーク溶接及び
ガス溶接並びにニッケル及びニッケル合金の溶
接」

→

16 ）JIS Z 3422-1：2022「金属材料の溶接施工要
領及びその適格性確認－第 1 部：鋼のアーク溶
接及びガス溶接並びにニッケル及びニッケル合金
の溶接」


